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河上 聾と ｢加算と減算｣

高 専 貞 男

｢体系的な ⊂二重分類)薄青己の歴史は 『ほじ桝こ 〔釣銭〕 勘定 ありき』

(Im AnfangwardasKoIltO dleratio) という文章をもってはじめねば

ならない｡｣

- WernerSombart,DerMùん771t,Kuz,LL̀llL'′れu5,3A､▲丘,213and/

1ーTJalhband,1919,S 112-

1 はじめに西洋式釣銭勘定'の体験あ りき

ヨ-ロッパ文化には伝統的に加法による減法 (subtractlOnbyaddltlOn)蕊

たは加法的減法 (addltiveSubtraktion) の庶理が コンベン ショナルにビル ト

･イソされてきている.その証拠に,われわれは∃-ロッパ文化史の流れのな

かにかかる原理の発現形態を少なからず発見することができるO

思いつ くまま,歴順的序列にこだわることな く,いくつかの事例を挙げてみ

ると,以下のようになる｡

1) ｢方程式の一方に負項があれは,両辺にこれ と符号の異なる正項を加え

て全部を正項 とすること｣を意味 している代数学 (algebra)の語漁 ･アラ

ビ7語の al〔冠詞〕-jebr

2) ｢1つの大きな値を表わす記号の左側に書き加えられた記号はその大 き

な値か ら引 くもの｣ と規約 されている (計算するために作られた記号では

なく,むしろ計算された結果を表わすための略記号 として使用された) ロ

ーマ数字 (ロ-マの記数法)

3) 17までは (1+10) タイプの加法を用いてきて,18･19には (2T-20)･

(1｢20)タイプの加法的減法をとり,18119を duo-de･viginti(20か ら2
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〔を引 く〕)･un-de-vlglntl(20から1〔を引 く〕)と呼びノ以下28･29か ら

88･89までを同じように称えるラテン語の命数法

4) ｢負数を^樫式cr) 〔反対〕側に書入れて,正数 とすることによって.一

般に負号の採用を避けた｣1)西洋式二重分炉簿記法の祖述者 ルカ ･パテ ョ

- リの数学雷

5) ｢た とえば′1,000円札を出して,876円の買物を した とすると,876円の

品物に 4円足 して.880円, さらに20円足 して900円, こかに100円足 して

1,000円とし, ･-･1,000円札 と交換する｣2)西洋式釣銭勘定 /

6) 西洋式二重分類薄記法において記録計算形式 として使われ る ｢勘定は加

法的減法 (elr]eaddltiveSubtrakt10n)のみを知っている｣a)と指摘されて

いるように,負項を反対側に配置 した ｢反対位置による減法 (subtractlOn

by contra-posl〔10n) を通じておこなわれる｣4)勘定式計算 (account-com-

putatlOIl)

7) ｢減法が補数の加法 (theaddition ofcomplements) によっておこな

われる｣5)コムピーターの演算装置

これ らの事例から, ヨーロッパでは減法をそのまま使 うことを きらい,常に

加法的減法へ変換 して使用するコソペ ソショl/が古 くか ら広 くゆきわたってい

た とい う意味で, 日本文化が加減法併用の文化であるのにたいし, ヨーロッパ

文化は加法専用の文化であると特徴づけることができよう｡ とはいえ,その方

面に関する7-備知識をもたないで∃-｡ッパを訪れた日本人が文化衝撃または

文化誤解 として体験 させ られるのは,それ らのなかでもっとも日常的かつ具象

的な酉汗式釣銭勘定であろうO

1) W W RouseBall.A▲弘orLAccountoftheHzsto7ツOjMathematZcs,4thed,1908,p211.
2) 木村尚三郎 『ヨ ーL-ツパからの発想』1978年.117-118ペ -ク｡

3)FrledrlChLeltner,Gru7ZdrzssderBuchhaltu71gandBZlanZkunde,IBand.(Diedop-
peltekaufmannlSCheBucllhaltung),1909,S36

4) A C Llttleton,AccountingEvotuE1071tO1900,1933,p24
5) OscarSNelsonandRIChardSWoods,Accou71tEngSy∫temsand DataPT･OCe∫S乙ng.
1961.p541
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この点では, ｢大正 2年 〔1913〕10月 ･･日本を出でて,西欧の間に遊ぶこ

と-鼠 大正 4年 〔1915〕2月帰朝｣6)した京都帝国大学法科大学助教授 ･河上

餐 (1879-1946)の場合 も,例外ではなかった｡ ｢着欧毅々｣l西洋では物を買

ふ時商売人の釣銭の出し方が 日本 と達ふと云ふ事｣に ｢気附いた｣7)河上車は,

｢プルユツセルより巴里に出で,巴里より更に伯林に移 って見るに釣銭の出し

方は凡て一様に日本 と逆 とな り居ることを確め｣ えたので, ｢伯林に着する奴

･4｣大正 3年 (1914) 5月に ｢執筆 し｣8)た ｢加算と減算｣と窟する見聞記のな

かで,｢釣銭の田し:方の相:逢｣9)か らうけた衝撃 とそかにTもむう感覚的なとま

どいについてつぎのように毒 きしるしている,,

｢西洋では買物を した時釣銭の寄越 し方が違 って日本 とは道の遣方である｡

例へは 1円75銭の買物をして 5円札を出したとすると,其の釣銭を寄越すのに,

日本ならば引算をする｡即ち5円から1円75銭を引 くと3円25銭になるといふ

ので,先づ1円札を 3枚出し,次に20銭銀貨を出し,最後に 5銭の白銅を出すo

さうして此遠方は,少 くとも私に とっては頗る便宜な遣方である｡

所が ヨーロッパの釣銭の出し方は日本では引算をするのに,こちらでは加算

をする｡例へは前 と同く1円75鋲の買物を して 5円の銀貨を出したとするなら

ば,其の釣銭を寄越すのに, こちらでは 1円75銭 といふ ものを台に置いて,共

へ段々と釣銭を加へて行 って 5円にするのであるO即ち最初に 5銭を出して80

銭 と云ふ｡初めの中は何の事だかさっぱ り分らなか ったが,実は75銭に 5銭を

知へるか ら其れで80銭かこなると云ふのである｡次に10銭を出して90銭,又10鏡

を出して, 2円と云ふ｡買物の代価が 1円75銭の所へ25銭足 したから2円にな

ると云ふ訳なのである｡ それから1円出して3円,更に 1円出して4円といひ,

最後の 1円で,丁度 5円にな りますね と云ふO私は釣銭を取 る毎に,か ういふ

6) 河上肇 『祖国を顧りみて』1915年,序1頁,『河上輩著作集』第9亀 1964年,3ページq
7) 上掲書,48頁 ,SOべ-ジn
8)上褐書,48貫,30ベーン.
9)上抱奮,48貢,30--ソ｡
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道の計算法を殊に聞 きつけぬ異国の言葉でやられるので, どれ位まごついたか

知れない｡ -･今でこそやっと此計算法の原則だけは飲み込んだが,併 しとて

も漸 ういふ逆の計算法に随いて行 く訳には行かぬOそこで先方で5践出して之

で80銭,10銭出して90鏡 と,勘定 しなから釣銭を並べて居る中に,私の方では

夫れに頓着なく引算をや って, 1円余の買物だか ら,大体 3円余の釣銭が来る

筈 と先づ大綱を欄へて.大凡そこらのものであれば,よろしいよろしいと分っ

たやうな顔をして店を出る｡

私は凡ての日本人が私 と同じように計数に疎い著 とは考へない｡併 し初めて

西洋に来た日本人ならば,釣銭の勘定に日本 とは正反対の加算を用ゐ,金を出

すにも単位の小 さい所か ら出し始めて,最後に一番大 きい金を出す といふ此阿

洋流の遣方に出会 った時は,多少はまごつ く事だろうと恩ふ｡此釣銭の勘定が

彼我道に行 って屠 る所は,甚だ興味ある事であるoJIO)

ⅠⅠ 経済学的解釈を欠如 した素朴な東西あべこべ論

もちろん,河上肇 と同時代人で同じように西洋式釣銭勘定に直面 して違和感

をおぼえ, とまどい,まごついた経験者は他に もいたOた とえば,芙文学者 と

して明治42年 (1909)にイギ リスを訪れた第四高等学校教授 ･大谷焼石 (1875

-1933) の 『滞英二年裏山子日記』 (1912年)をひもといてみると,明治43年

(1910) 5月31日の分を ｢銭勘定｣ と題 して,つぎのように記 しているo

｢EI本で 1H紙幣を出して15銭の男物をする｡すれば商人は50銭銀貨 1っ,

10銭銀貨 3つ, 5銭白銅1っと, こう取出して ｢15銭頂 きますか ら85金蔓の御つ

りになります｣

てなことを言 って

｢50銭,これで80銭- 85銭, どうも有難 とう｣

と50銭銀を先に,次に10銭銀,次に白銅 と渡 して呉れるのが普通だO処が当地

じゃ全 く道だ｡

10) 上端毒,49-52貢.31-32ページ｡
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1硬の金貨で11片の買物をするoす ると初に 1ペニイの銅貨を渡 して呉れて,

11片と1片の和が 1志になるので ｢ワン ･シリング｣ と言い,次に7Pl)ソ銀

貨を2コ呉れてその和を ｢ファイブ｣ と言い,次にノ､77 ･クラウン銀貨 2コ

呉れて ｢テン｣,次に10志の金貨を呉れて, 計 Eワン -パウンド｣ と計える｡

それ も口早に lワン ･シリン ･ファイ ･テン ･ワンパワン,サソキュウ｣

とやられるし, 2志即ち7lコリ-/と2志半即ち-77 ･クラウンとは一寸似て

居 るして,倫敦-来たてにはまごっいたものだ｡｣11)

この場合,大谷鏡石は,河上肇 と共通の体験をして も,そこか らなに も引 き

だすことなく終 ってしまったのに たいし, 河上肇の場合には, ≡-ロッパと

R本の文化構造上の ｢差異｣が ｢釣銭の勘走法にまで現ほれたのではあるまい

か｣12)という鋭い問題意識を もって, 西洋式釣銭勘定の体験を比較文化構造論

の レベルまで昇華さしているOそして, ｢西洋文明の分析的性質｣の ｢補説｣18)

として執筆 した ｢加算 と減算｣をっ晋のように痘んでいるO

｢釣銭の勘定｣における ｢引算 と加算 との相違 と全 く同じ性質の相違が,

〔文明の〕種々の方面に些細な点に迄現ほれて居る｡此意味に於て日本文明は

板木的に西洋文明と出発点及ひ方向を異にせるものであるo一部の人は, 日本

に何か西洋 と違 った点を見出す毎に,直 く日本の発達が幼椎なる為であると解

釈する｡併 し是等の差異は, 日本が西洋 と同じ道を辿 りなが ら後れて居 るが為

に生じて居 るもののみではなく,西洋が酉に進むに反 し日本は東に進むと云ふ

やうに,文明の方向が違 って屠る為に生 じた場合 も少なくない｡･･･.･此 日本式

文明は西洋式文明の輸入を急 くが為に,決して粗末に打ち嬢すへきものでは無

い｡｣⊥4)

この結びの部分は今日でも十分に通用する教訓を含んでいるが,それを導 き

だす過程で,河上聾が文化構造の差異か ら釣銭勘定における ｢加算 と減算の相

ll) 『世界紀行文学全集 イギリス』1972年,136--ジ｡
12) 河_ヒ 前掲番.52二亘,32ページ.

13) 河上,前掲書.48貫.30ページ,
14) 河上.前掲書,54-55二頁;33-34べ一三3.
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達を説明しよう｣15)として挙げた- 家族 ･国家観の相違や氏名 ･住所の書 き

方の相違などの- 事例は, ヨーロッパ文化 と日本文化の対称性を過度に意識

した ｢東西あべこべ論｣の域を出ていないという意味で,河上肇が ｢加算と減

算｣やその前稿たる ｢西洋文明の分析的性質｣において展開した比較文化構造
チイ7 オ-7

論は 離 陸 以前の段階にあるといわざるをえないoいや,そればか りではないO

河上肇は経済学者であ りながら, ｢なぜ 〔イギlJス人やフランス人〕 ドイツ人

は日本人のように ｢釣銭｣を計算しないのか,あるいは, 日本人はなぜ 〔イギ

l)ス人やフランス人〕 ドイツ人のように計算 しないのか｣ln-という問題vL経済

学上の概念を駆使 した解釈を加えていない｡その場合,河上肇はそれによって

も解明つ くせない限界を知 っていて,経済学的解釈を回避 したのか も知れない

が,そうはとらない一万は自然であるn

III 的銭勘定の相違L=関する経済学的解釈の限界

したがって,われわれは,河上肇に代 って, ｢釣銭の出し方の相違｣につい

て経済学的解釈を試みなければならないが,幸いなことには,西洋式釣銭勘定

に ｢戸惑 った経験を持ちあわせている｣ばか りではなく, ｢この現象に学問的

関心を寄せた｣17)経済学者 と歴史学者によって, そのさいに参 照すべき見解が

すでに発表されているので,それを先達 として,西洋式 と日本式の釣銭勘定の

相違に関する経済学的解釈を進めることにしよう｡

彼等の見解によると,ヨーロッパでは,売手は商FrLJFl(の価格)に釣銭を ｢つ

り足 して行｣ っ亡,買手の差Fijした貨幣 (節) と ｢値が等 しくなったところで,

交換する 〔総額〕 ｢等価交換｣を取引のたびに実演するのである｡｣1B-たとえば,

買手が4.60-ルクの白葡萄酒を買うのに,10-ル クの紙 弼=を差出した場合には,

｢結果か らすれば, ･-10M紙幣でもって′46OMの白葡萄酒 と5ー40Mの小銭 と

15) 河上,前掲奮,53頁,33べ-ソ｡
16) 渡辺尚｢遠い国からE3)｣,Orgall(ドイツ資本主義研究全焼閑話).Nr5(1973年),5---塙ペー

ジ .
17) 上梅稿.6ペ-ジ｡
18) 木村,前掲書,11gペ-シ)｡
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を買ったことになる｡したがって, ここでは 〔貨幣による商品の購買すなわち

商品の価格に相当する純額等価交換 と同時に,さらに〕貨幣による貸酷の購買

(〔すなわち〕両替)がなされた｣19)わけである｡

なるほど, ヨーロッパでは,本来 ｢両替｣または ｢両替銭｣を意味する用語

(英語 cllange,フランス語 change,トイソ語 WecllSelgeld)や ｢小銭｣を意

味す る用語 (英語 smallchange,フランス語 memuemunllale, ドイツ語

Klelngeld)が釣銘を指す用語として使われているQしか し,筆者の考えでは,

釣銭の支払いの度 ごとに総額等価交換取引がおこなわれているとは解釈できな

い｡なぜなら,その場合には,純衝等価交換取引が.それに両替形態を上乗せ

して,結果 として総額等価交換形態をとって実行されているにす ぎないか らで

ある｡

いま.買手が差出した貨幣 (額)をM,売手が渡す商品 (の価格)をG,両

者の差引残高 (M -G)に相当する釣銭をmとすれば′総額等価交換形態は

M -G+m (1)

であらわす ことができるが,売手が差出した貨幣 (額) と比べて買手が引渡す

商品 (の価格)が不足 している場合に, この (1) 式を成立させるためには,

両者の ｢差引残高｣ (英語 balance,フランス語 solde,ドイツ語 Saldo)に相

当する ｢両替金｣または ｢小銭｣を釣銭 として商品 (の価格)に付加すること

によって, ｢不足を満 して釣合せる｣ (英語 balance,プラソス語 solder, ド

イツ語 saldleren)手続が とられねばならないO

そこで, ヨーロッパではノ釣銭支払いの度ごとに,(1)式 どお りに総硯等価

交換形態を ととのえるために,純額等価交換取引に両替形態を上乗せする手続

として (G十m) タイプの釣銭勘定が慣行化 したわけである｡

これにたいし, 日本では,(1)式の右辺のGを左辺に移項すると,

M -G-m (2)

と変形 され ることか らもわかるように,両替形態を抽出し, 自立化させるため
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に,総額等価交換形掛 こ内包 されている純街等価交換取引を相殺 し,捨象する

手続 として (M-G)タイプの釣銭勘定が慣行化 したのではなかろうか｡

このようにみて くると, (G+m) タイプの西洋式釣銭勘定 と (M-G)タ

イプの日本式釣銭勘定の間には,対称性は成立せず,総額等価交換形態をとと

のえる手続 と総額等価交換形態に内包されている縄張等価交換取引を捨象する

手続の手続 との相違 しか存在 しないこととなるが, このような経済学的解釈は,

釣銭勘定の相違がもたらす交換形態の差異に経済学上の概念を当てはめた もの

にすぎず,実際の釣銭勘定が支払 うへき釣銭 (額)の算出と銭箱から取出して

支払われる釣銭の検算という2っの手順を樗んで実行されている過程に即 して

展開された ものではない｡それゆえ,釣銭勘定における2っの手順の連鎖を無

視 した経済学的解釈は,釣銭勘定 と勘定式計算の同型性認識から出発 している

ため,その点を考慮に入れることができる会計学的解釈によって補完され,秦

付けられねばならないo

IV 垂勺銭勘定の相違に関する会計学的解釈の試み

さきの経済学的解釈がそうであったように,釣銭勘定が支払うべき釣銭(節)

の算出と支払われる釣銭の検算という2っの手順か ら成立っていることを無視

すると, ヨーロッパでは, ｢お釣 り･･を引き算を 1つ も使わずに加え算だけ

で求めてしまった｣20)の ｢だか ら,〔その場合,売手は〕い くらお釣 りを出した

か帯極的には知 らない｣三日ことになってしまう.現に, そのような皮相な見方

をする数学者や歴史学者 もいる｡ しか しながら,西洋式釣銭勘定をつぶさに観

察 してみると, ほとんどの売手は釣銭を過不足な く取 りだ して, それを商L]DFT

(の価格)に付加えてゆき,買手の差出した貨幣 (額)に釣合せている｡ この

ことは,実際に釣銭を取 りだし,それを商品 (の厄格)に加えて,貨幣 (額)

と照合する以前に,売手があらか じめ (M-G)､タイプの減法を用いて支払 う

20) 矢野健太郎 ｢お母さまのさんすう｣『暮しの手帳』1959年2月号,92べ-i>｡

21) 木村,前掲書,118べ-i)a
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べき釣銭 (額)を算出していることを意味 している｡

もちろん,支払 うべき釣銭 (額)の算出が暗算でできない時には,手許にあ

る紙片に (時 として紙幣の上に)筆算でそれを算出している｡いや,そればか

りではない｡支払 うへき釣銭 (街)をキャッソユ･レシスタ-を使って算出し

ている場合でさえ,売手は レジの底部から取 り出した釣銭が間違いないものか

どうかを確かめるた軌 それを商品 (の価格)に加えていって, さきの買手か

ら預か りレンの上部にとめておいた紙幣 〔額) と照合す るという手順を暗んで,

(G+Tll)タイプの加法を用いた釣銭の検算をやっているのをみかける｡

これにたいし, 日本では, 周知のよ うに, こんなめんどうなことはせず,

(M-G)タイプの減法を用いて算出した支払 うべき釣銭 (額)に銭箱か ら取

出して実際に支払われる釣銭が見合っているか どうかを確かめているにす ぎな

いのであるo

Tはいうものの,西洋式釣銭勘定の場合 も,また日本式釣銭勘定の場合 も.

支払 うべき釣銭 (顔)を前 もって (M-G)タイプの減法により算出している

点では.変 りはないのである｡両者の相違は実際に支払われる釣銭の検算法に

あらわれている｡すなわち,西洋式の釣銭勘定の場合には,男手の差出した貨

幣 (碩)に商品 (の価格)-釣銭を加えた結果が見合 うかどうかを確める (M

-G+mタイプの)総額等価交換形態の全体照合を通じて,実際に支払われる

釣銭の検算がおこなわれるのにたいし,日本式釣銭勘定の場合には,支払 うべ

き釣銭 (宅頁)に実際に支払われる釣銭が見合 うかどうかを確かめる (M-G-

mタイプの)両替形態の釣銭部分照合を通 じて,実際に支払われる釣銭の検算

がなされているのである｡

したがって,さきの (1)式 と (2)式はいずれ も検算式と解されねばならな

いが,西洋式 と日本式a)釣銭勘定or)相違は,全体照合か釣銭部分照合かという

倹算法の違いとなってあらわれるばか りでなく.さらに,検算法の違いを通じ

て,検証能力にも差異を もた らす ことに注意 しなくてはならない｡

もちろん,支払 うべき釣銭 (砺)の算出には誤 りはなかったが,間違って釣
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銭を取出した場合には,いずれの検算法によっても,支払われる釣銭の過不足

は検出可能である｡ また.支払 うべき釣銭 (額)の算出を間違えたため,結果

として誤 った釣銭を取出した場合にも,全体照合式の検算法をとっていれば,

支払 うべき釣銭 (顔)の算出 ミスからくる釣銭の過不足は検出可能である｡ し

か し,その場合に,釣銭部分照合式の検算法をとっていると.支払 うべき釣銭

(額)の算出 ミスか らくる釣銭の過不足は検出できない｡

とすると,検証能力においてお とっている日本式釣銭勘定は西洋式釣銭勘定

へ切換えた方がよいことになるが,釣銭勘定の検証能力は釣銭勘定担当者の計

算能力 とトレー ド･オフできるか ら,一概にそうはいえないのであるo

V 釣銭勘定の検証能力と計算能力の代替関係

筆者の体験か らしても,｢ヨーロ.,パ人は計算が下手であるL22)ため,支払 う

べき釣銭 (顔)の算出 ミスをおか しやすいo Lたが って,支払 うべき釣銭(額)

の算出 ミスからくる釣銭の過不足を容易に検出できる西洋式釣銭勘定がヨーロ

ッパ人に適合 していることはたしかである｡つまり.西洋式釣銭勘定はそれが

はじめて使われた時から ｢計算が苦手｣28)な∃-ロッパ人向きに できているの

である｡

これにたいし,1636年にのちにオランダ東インド会社平戸商務館長 となった

フランソワ .カロン (1600-1673) がバタビ7商務総監の質問に応 じて回 答し

ているように,｢日本人は計算 しそこなうことはない (fallnotin their call

culatlOrlS)｣24)ので,支払 うべき釣銭 (顔)の算出 ミスか らくる釣銭の過不足を

検出できない日本式釣銭勘定に別段支障を感じていないのである｡なぜなら,

その場合に,｢ヨーT=ッパ人よりもたやす くかつ正確に (wlth more faclllty

ELndccrtalnty)｣25)計算できる 日本人は無意識的に その計算能力によって日本

22) 木村.爺渇垂.117ページn

23) 木村,前掲書,118ベ-ジ.
24)Francュs【Francoys]CaronandJoostSchorten[Schollten](rendred]ntoEr)gliRhby

RogerManley),A Ty7LeDeSmPt10nOfltheMlgJめ,KmgdomsofJapana7d Slam,
1663.p 93
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式釣銭勘定に固有の検証能力の限界を克服しているからである｡ とはいえ,そ

れでもって,換証能力の限界が消滅してしまったわけではないから,日本では,

売手と買手が相互に検算しあって,その限界を補填 しているのではなかろうか｡

いずれにしても,西洋式釣銭勘定と日本式釣銭勘定の検証能力に差異がある

ので,西洋式と日本式の釣銭勘定に対面する異手側の対応にも.それなりの違

いがあらわれて くることはたしかである｡

なるはと.E]本人がよくやるように,西洋式釣銭勘定に対面 しても,それ向

きの対応をしないで,日本式釣銭勘定に対面した場合と同じように,買手は受

取 った釣銭があらかじめ (M-C)タイプの減法によって算出しておいた受取

ち-き釣銭 (額)に見合 っているかどうかを確かめることは不可能ではないO

富実,日本式釣銭勘定になじんでいた筆者は,他の多 くのE]本人と同様.訪欧

当初は,日本式の対応をした経験をもっているoLかし,そんな手間をかけず

に,買手は売手がおこなう釣銭勘定に立会って,南岸](の価格)に順次釣銭が

積上げられてゆき,先に差出し貨幣 (顔)に達 したことだけをElと耳で確かめ

るだけで十分であるoなぜなら,この場合.男手は釣銭をい くら受取ったかを

積極的に知 らなくても,間違いなく釣銭を受取ることができるからである｡

そこで,筆者 も在欧中意識 して売手の釣銭勘定を聞いて見ているだけの視聴

覚塾立会人に変身していった (その酬いとして.羽田へ降立って久万ぶ りに再

会 した日本式釣銭勘定に対応できない自分･を発見し,遊文化衝撃に見舞われる

ことになった)が,その場合に筆者が特に意識 した点は,ヨーTlヅパでは,買

手は売手がやってくれている釣銭の検算に立会って,それを確認 した上で,鍋

銭を受取っているのだから,それを数えなおすのは取引ル-ルの違反行為では

ないか という問題であった｡

これにたいし,日本式釣銭勘定の場合に帆 売手が白動的に釣銭を検算 しな

ければならない仕阻みになっていないので,買手は必要に応じて受取った釣銭

が受取るべき釣銭 (釈)に見合っているか どうかを確かめることになるのであ

25) tbLd
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るD

いいかえると,ヨーロッパでは.売手が買手の立会の下にみずから釣銭を検

算 し,説明する会計責任が確立しているのにたいし,日本では,釣銭検算の責

任所在が酸味なため,1)売手 も買手もやる,2)売手がや り買手はやらない,3)

売手はやらず買手がやる,4)売手 も買手もやらないという4つの組合せのなか

か ら,売手の換算責任感や売手の計算能力にたいする買手の信板感の程度に伝

じて売手と買手の問で選択されることになるわけである｡

とすると,いささか遊説めくが,相互不信の社会関係のなかに信用体系を樟

築せざるをえなかったヨーロッパには,売手の釣銭検算責任を制度化する社会

的圧力が存在していたのにたいし,相互伝播の社会関係のネットワークがはり

めぐらされている (岩手が貨幣を差出したあと売手から商品 と釣銭を受取るま

での閣,買手から売手へ極超短期信用がなされ,異時点間等価交換形態が成立

している事例にみられるように,買手の売手にたいする信栃度が高い) 日本に

は,売手の釣銭検算責任を制度化する社会的圧力が欠けていた, ということが

できるであろう｡


